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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画  
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女性が管理職として活躍でき、男女ともに仕事と生活を両立できる職場環境を作るため、 次の

行動計画を策定する。 

  

１．計画期間 

令和４年４月１日〜令和９年３月３１日までの５年間  

 

２．目標と取組内容・実施時期  

管理職（課長職以上）に占める⼥性労働者の割合を４０％以上とする。 

 

 ＜取組内容＞ 

 令和４年４月〜 男女問わず全職員が段階的にマネジメント能力を身につけられるよう階層

別研修プログラムの実施 

 

  令和５年４月〜 人事考課の習熟度アップによる公平評価の定着 

 


